
日本レジャー・レクリ工ーション学会会則

〈第 1章総則〉
第I条 本会を日本レジャー・レクリエーション学会(英語名:Japan Socienty of Leisure and Recreation 

Studies) という。

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエーションに関する調査研究を促進し、レジャー・レクリエー

ションの普及・発展に寄与する。

第3条本会の事務局は、東京都世田谷区桜丘 1-1 -1 東京農業大学地域環境科学部造園学科観光

レクリエーション研究室内に置く O

〈第2章事業 〉
第4条 本会は第 2条の目的を達するため、次の事業を行う。

(l)学会大会の開催

(2) 研究会・講演会等の開催

(3) 学会誌の発行ならびにその他の情報活動

(4)研究の助成

(5) 内外の諸団体との連絡と情報の交換

(6) 会員相互の親睦

(7) その他本会の目的に資する事業

第5条 学会大会は、毎年 l回以上開催し、研究成果を発表する。

〈第 3章会員 〉
第6条 本会は正会員の他、賛助会員、購読会員、学生会員、および名誉会員を置くことができる O

(l)正会員は第 2条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て、規定の入会金お

よび会費を納入した者とする。

(2) 賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で理事会の承認を得た者とする。

(3) 購読会員は、本会の学会誌を購読する機関・団体とする。

(4)名誉会員は、本会に特別に貢献のあった者で、理事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

(5) 学生会員に関しては、別に定める O

第7条 会員は、本会の編集・発行する学会誌等の配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名誉を段損した者は、理事会の議を経て会員として

の資格を停止されることがある。

第9条 会員は原則として、いずれかの支部に所属するものとする O

〈第 4章役員 〉
第 10条 本会を運営するために、役員選出規則により正会員の中から次の役員を選ぶ。理事 25名以上

30名以内(内会長 1名、副会長若干名、および理事長 1名)、監事2名

第 11条会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けたときは、会長が予め指名

した順序により会務を代行する。

3. 理事長は、理事会を総括し、理事は会務を執行する。

4. 監事は、会計および会務の執行状況について監査する。
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第 12条 役員の任期は 3年とする。但し、再任を妨げない。役員の選出についての規則は別に定める。

第l3条 本会に名誉会長および顧問を置くことができる。

2. 顧問は、本会の会長または副会長であった者および本会に功労のあった者のうちから理事会の

推薦により会長が委嘱する。

〈第 5章会議〉
第 14条本会の会議は、総会および理事会とする。

第15条 総会は、毎年 l回開催し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半数をもって決定される。

第 16条 理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 1/3以上の開催請求があった場合、臨時総会

を聞くことができる O

第 17条理事会は理事長が招集し、幹事若干名および事務局員を選出し、会務を処理するO 理事会は、

運営の円滑化をはかるため、常任理事会を置くことができる。

〈第 6章 支部および専門分科会〉
第18条 本会の事業を推進するために、支部ならびに専門分科会を置くことができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は別に定める。

〈第 7章会計〉
第四条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する O

第20条 会員の会費は次の通りとする O

(1)入会金 2，000円(学生会員の申込者は免除)

(2) 正会員年度額 8，000円

(3) 賛助会員 タ 20，000円以上

(4) 購読会員 ク 8，000円

(5) 学生会員 ク 正会員の半額

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年 3月に終わる。

附則
1.本会の会則は、総会において出席正会員の 2/3以上を得た議決により変更することができる O

2. 本会則は、昭和 46年3月21日より施行する O

附則
本会則は、昭和 46年 3月21日より一部改訂する O

本会則は、昭和 51年 5月 1日より一部改訂する。

本会則は、昭和 55年 5月11日より一部改訂する O

本会則は、昭和 56年 11月 8日より一部改訂する O

本会則は、昭和 57年 6月 12日より一部改訂する。

本会則は、昭和 58年 10月30日より一部改訂する O

本会則は、昭和 59年 6月 9日より一部改訂する。

本会則は、昭和 62年 10月 17日より一部改訂する。

本会則は、平成 3年 11月 10日より一部改訂する。
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本会則は、平成 5年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成 8年11月24日より一部改訂する O

本会則は、平成 10年 11月23日より一部改訂する。

本会則は、平成 17年12月10日より一部改訂する。

本会則は、平成 18年12月 3日より一部改訂する。

本会則は、平成 21年11月29日より一部改訂する O

本会則は、平成 23年11月20日より一部改訂する。
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日本レジャー・レクリエーション学会

理事会の運営に関する規程

昭和 57年 6月 12日制定

昭和 58年 10月30日改訂

平成 7年 12月 10日改訂

平成 11年 4月26日改訂

平成 24年 11月18日改訂

1.会則第 17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規程に基づいて行うも

のとする。

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる O

3.理事会の招集に当たっては、書面によって付議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必要とする O

ただし、表決に当たっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表示した者を、

出席者とみなす。

5.常任理事会の構成および業務は次のとおりとする。

(I)常任理事会構成員は若干名とする O

(2)常任理事会は、理事会の決定の方針にもとづき、日常業務の執行にあたる。

(3)常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする。

6.理事会は、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く

(I)総務、 (2)財務、 (3)研究企画、 (4)編集、 (5)Web、(6)広報渉外、 (7)国際、 (8)学会賞選考

また専門委員会の委員は、理事会の承認を得て必要により会員の中から委嘱することができる O ただ

し当該専門委員の理事会への出席はできない。

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会には、理事以

外の適任者を委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必要とする O

8. その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。
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日本レジャー・レクリエーション学会

専門分科会設置に関する規程

昭和 57年 6月 12日制定

平成 7年12月 10日改訂

1.会則第 18条規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規程に基づいて行う

ものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員 20名以上の要請があった場合と

する。

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨 2.名称、

3.発起人代表者 4.発起人名簿

5.連絡事務所 6. その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.活動状況の概要 2.その他必要と認められる事項
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日本レジャー・レクリ工ーション学会

支部に関する規程

昭和 56年 11月 8日制定

1.本学会会員が、支部を設けようとする場合には、下記により、本学会会長に申請し、理事会の議を経

て総会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要

3.支部長および役員

5.会員名簿

2.名称

4.会則

6. その他

2.各支部の運営は、本部との関係については本規程に従って行われるが、その他の事項については各支

部規則においてこれを定めるものとするO

3.支部は原則として隣接する地域に在勤または在住する本会正会員 20名以上をもって構成する。

4.支部運営のため経費は支部会費によって賄うものとする。支部会費の額は各支部毎に決定するものと

する O

5.支部の次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.役員の変更 2.活動状況の概要

3. その他必要と認められる事項
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